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農耕作業用自動車等機能証明要領（平成８年12月27日付け８農産第9055号農林水産省農産園芸局長通知）新旧対照表

改 正 現 行

第１ 〔略〕 第１ 〔略〕

第２ 申請書 第２ 申請書
機能証明を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、生産局長に対し、別記様式第１号による「農耕作業用自動車等機 機能証明を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、生産局長に対し、別記様式第１号による「農耕作業用自動車等

能証明申請書」（以下「申請書」という。）（２部）及び別表に掲げる添付書面を別記様式第２号の提出書面一覧表に取りまとめて 機能証明申請書」（以下「申請書」という。）（２部）及び別表に掲げる添付書面を別記様式第２号の提出書面一覧表に取りまと
提出するものとする。なお、別表に掲げる添付書面及び別記様式第２号の提出書面一覧表は、郵送、持参又はE-mail（電磁的記 めて提出するものとする。
録により作成されたPDF形式）により提出することができる。

第３・第４ 〔略〕

第３・第４ 〔略〕 別表

別表

添 付 書 面 記 載 要 領 等 添 付 書 面 記 載 要 領 等

１～８〔略〕 〔略〕 １～８〔略〕 〔略〕

９ 社内試験成績報告書 様式は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成１１年法律第２１８号）第１３条第１ ９ 社内試験成績報告書 様式は、独立行政法人交通安全環境研究所法（平成１１年法律第２０７号）第１３条第１
項に基づき同機構が定めた審査事務の実施に関する規程に準ずること。 項に基づき同研究所が定めた審査事務の実施に関する規程に準ずること。

10 〔略〕 10 〔略〕

備考１〔略〕 備考１〔略〕
９の書面については、認証要領の附則１６「検査対象外軽自動車型式認定申請書等提出要領」の別表第２の整理番号１８の社 ９の書面については、認証要領の附則１６「検査対象外軽自動車型式認定申請書等提出要領」の別表第２の整理番号１７の（１

内試験成績書（灯火装置試験等、農耕作業用自動車等に必要なもの）による。 ０）の灯火装置試験（長さ４．７ｍ以下、 幅１．７ｍ以下、高さ２．０ｍ以下、かつ最高速度１５ｋｍ／ｈ以下の自動車に係
る場合を除く。）。

別記様式第１号～２号の備考３ 〔略〕
別記様式第１号～２号の備考３ 〔略〕


